
 

 

平成14年５月30日 
各  位 

東 京 都 港 区 六 本 木 七 丁 目 1 5 番 1 4 号  
オリコン・グローバルエンタテインメント株式会社 

             代 表 取 締 役 社 長   小 池  恒 
                     上場取引所：大証 ナスダック・ジャパン市場 

          コード番号：４８００ 
                      問 い 合 わ せ 先 ： 取 締 役   古 川  善 健 

電 話 番 号 ( 0 3 ) 3 4 0 5 - 5 2 5 2 
ホームページURL http://www.oriconge.jp/  

                                                      

㈱勁文社との営業譲受に関する「基本覚書」締結についてのお知らせ㈱勁文社との営業譲受に関する「基本覚書」締結についてのお知らせ㈱勁文社との営業譲受に関する「基本覚書」締結についてのお知らせ㈱勁文社との営業譲受に関する「基本覚書」締結についてのお知らせ    

 

 オリコン・グローバルエンタテインメント株式会社（以下当社、本社：東京都港区、代表取締役社長：

小池恒）は、民事再生による事業再建中の株式会社勁文社（本社：東京都中野区、代表取締役社長：加

納将光）と平成14年5月27日付、営業譲受に関する「基本覚書」を締結しましたのでお知らせいたしま

す。 「基本覚書」および当社の基本的な考え方の主な内容は、次のとおりです。 

 

記 

 

１．「基本覚書」の主な内容 

 債権者・裁判所などの承認を得られることを前提に株式会社勁文社の「月刊デ・ビュー」（但し、平

成14年8月1日発売予定の９月号以降分）季刊「キッズ デ・ビュー」（但し、平成14年8月15日発売予

定の秋号以降分）および年刊「月刊デ・ビュー特別編集」（平成14年9月1日以降発売予定の2003年版以

降分）に関する部門の営業を譲り受けることといたします。 

 

２． 当社の基本的な考え方 

 当社は、株式会社勁文社が有する30数年の歴史の中でも当社の事業ドメインと関連の多い、歌手、モ

デル、俳優、タレントなどへデビューする際のオーディション情報誌として知名度の高い、昭和58年11

月創刊の「月刊デ・ビュー」、赤ちゃんから小学校6年生までの子供をモデルとする季刊誌「キッズ デ・

ビュー」および年刊誌「月刊デ・ビュー特別編集」（昨年は2002年度版―芸能界930社ベストセレクシ

ョン）をお客様の支持も高く、関連業界にとって重要な地位にあるものと認識しております。 

当社グループでは、オリコン・ヒットチャートを内包する楽曲データベースおよびECサイトなどに

検索しやすい音楽文字情報データベースなどを提供するデータベース事業と携帯端末へのコンテンツ

提供および音楽情報誌の出版など行うメディア事業を展開しておりますが、同社の上記事業の営業を譲

り受けることによる合理的な人員配置、管理体制ノウハウの共有化などから、制作効率および商品力の

大きな向上が見込まれますので、経営資源を最大限に活用することにより高収益化を図り、譲り受けた

部門の従業員の雇用継続が可能であると思われます。 

 

 

 



 

 

３． 株式会社勁文社の概要（平成13年９月末現在） 

（１）商号 株式会社 勁文社 

（２）事業内容 一般教養・娯楽に関する雑誌・書籍の書籍の出版 

（３）設立年月日 昭和３６年２月１４日 

（４）本店所在地 東京都中野区本町３－３２－１５ 

（５）代表者 代表取締役社長 加納 将光 

（６）資本金 80,000千円 

（７）発行済株式総数 160,000株 

（８）株主資本 258,858千円 

（９）総資産 2,973,420千円 

（10）決算期 ９月３０日 

（11）従業員数 ５０名 

（12）主要取引先  (株)トーハン、日本出版販売(株)、㈱大阪屋等 

（13）大株主および持株比率 加納 将光   20.5% 

加納 登美子  13.4% 

綱川 浩吉   13.1% 

 他 

以 上  
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　　　弊社は投資家の皆様に対するスピーディな情報公開を目的として、ホームページ

　　　上にニュースリリースを掲載しております。

　　　なお、本ニュースリリースには証券取引法第166条に定められた重要事実に当た

　　　る情報が含まれる可能性があります。重要事実を含むニュースリリースをご覧に

　　　なられた方が、その重要事実が証券取引法施行令の規定に従い公開された後

　　　12時間以内に、オリコン･グローバルエンタテインメントの株式の売買等を行った

　　　場合、いわゆるインサイダー取引規制違反として、証券取引法の規定に接触す

　　　るおそれがありますのでご注意下さい。


